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１．序論 

森林は日本の国土面積の約 3 分の 2 を占め，山地災害防

止機能，土壌保全機能，水源涵養機能，地球環境保全機能，

木材等生産機能，文化機能，生物多様性機能，保健・レク

リエーション機能といった多面的な機能を有する 1)． 

木質系バイオマス発電所の増加等により燃料材の需要は

堅調に増加しているが，2022 年における輸入依存度は 41%

と高い．国内林地残材の発生量に対する利用率も増加して

いるものの，2021 年時点で約 35%にとどまる 2)． 

全国及び本研究対象の北海道について，2022 年の需給実

績 3), 4)，森林・林業基本計画 5)の 2030 年目標，第 6 次エネ

ルギー基本計画 6)の木質系バイオマス発電容量導入見込み

（政策強化ケース），及び先行研究による燃料材供給可能量

を比較した（表 1）． 

まず，森林・林業基本計画についてみると，需要見通

し及び供給目標ともに，既に 2022 年の実績が 2030 年想定

を上回っている．続いて，供給可能量の推計値についてみ

ると，ここで整理した 3 つの先行研究の中では，環境省 7)

の供給可能量が最大で，供給実績と比較すると全国では約

8 倍，北海道では約 11 倍の量である．発電設備容量相当で

は全国で 3,910MW と推計しており，第 6 次エネルギー基

本計画の導入見込み量に近い．科学技術振興機構低炭素社

会戦略センター（JST）8)の供給可能量も概ね環境省調査に

近い水準である．一方，松岡ら 9)の推計結果は前二者と比

較して小さい水準である．また，松岡らは事業性を考慮し

た供給可能量も推計しており，その値は事業性を考慮しな

い供給可能量の半分程度となっている．事業性を考慮した

供給可能量は，北海道では実績と同程度で，全国では実績

を下回っている． 

 

表 1 先行研究による燃料材供給可能量及び需給実績等 

項目 全国 北海道 

供 

給 

実績，2022 年 10 百万 m3 963 千 m3 

森林・林業基本計画 

2030 年 
9 百万 m3 - 

環境省 

(発電設備容量相当) 

78 百万 m3 

(3,910 MW) 

11,070 千 m3 

(598 MW) 

JST 60 百万 m3 - 

松岡ら 

(事業性考慮) 

13 百万 m3 

(6.2 百万 m3) 

1,999 千 m3 

(1,068 千 m3) 

需 

要 

実績，2022 年 17 百万 m3 1,085 千 m3 

森林・林業基本計画 

2030 年 
16 百万 m3 - 

第 6 次エネ基,発電 

2030 年 
4,340 MW - 

注）北海道の供給実績は統計 4)に基づく筆者推定値 

 

先行研究の推計方法についてみると、環境省及び JST は

全国又は都道府県統計データの按分によるトップダウン方

式を採用している一方，松岡らは森林 GIS 及び森林簿を用

いて，小班と呼ばれる森林区画の最小単位ごとに供給可能

量及び供給費用を推計するボトムアップ方式を採用してい

る．森林は木材供給以外にも多様な機能を担っており，自

然保護区や保安林など伐採制限が設けられている林分も多
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い．また，供給費用については，傾斜や起伏に応じた作業

システムの選定や近傍道路までの搬出距離，利用地点まで

の運搬距離などに依存する．これらの地理的条件を正確に

考慮するためにはボトムアップ方式が適当である．一方，

松岡らは，長期において伐採量と成長量が均衡した状態を

想定して供給可能量を推計している．このような理想状態

を法正林と呼ぶが，後述するように現況林は法正林とは乖

離しており，現況林から法正林に至る過程での供給可能量

が検討されていない．さらに，他のエネルギーとの競合の

観点からみると，供給可能量と供給費用の関係を点で推計

するのではなく，縦軸に単位供給費用，横軸に供給可能量

を取った供給曲線を構築する必要があるが，紹介した先行

研究はいずれもこれを実施していない． 

以上を踏まえ，本研究では国内最大の森林面積を有する

北海道を対象として，森林 GIS 及び森林簿を用いたボトム

アップ方式により，木質バイオマスエネルギーの供給曲線

の構築を試みた． 

 

２．データ及び手法 

2.1 共通で用いるデータ及び分析対象林 

森林 GIS 及び森林簿について，民有林（一般民有林及び

道有林）は北海道による公開データ 10), 11)を用い，国有林は

国土数値情報 12)から入手した．入手した森林 GIS と森林簿

（民有林のみ）を結合し，小班ごとに面積，林齢，林種（人

工林・天然林など），森林種類（保安林等の指定状況），複

層区分（単層林・複層林）及び樹種といった情報を整備し

た． 

分析対象林は道内の民有林及び国有林のうち，人工林の

単層林に限定し，さらにその中でも木材生産を目的とした

施業が可能と考えられる林分を想定し，地域森林計画を参

考に，木材等生産林と水源涵養林（雨水を貯え，土砂流出

を防ぎ，水質を浄化する働きを持つ森林）の 2 種類のゾー

ンを設定した．具体的には，民有林については，人工林か

つ単層林のうち，普通林を木材等生産林，水源かん養保安

林及び干害防備保安林を水源涵養林とした．国有林につい

ては，人工林かつ単層林のうち，水源涵養タイプに区分さ

れる林分の中で，普通林，水源かん養保安林及び干害防備

保安林を水源涵養林とした．樹種については，道内の主要

な針葉樹であるスギ，トド類（トドマツ、トウヒ、エゾマ

ツ、ヒバ、ヤチダモ）及びカラ類（トド類以外のマツ）を

対象とした．森林 GIS 及び森林簿に基づき整理した北海道

の森林面積は表 2 の通りで，分析対象林の面積は 1,096 千

ha で道内の全人工林の 76%を占める．なお，松岡らは民有

林及び国有林のすべてのスギ，ヒノキ，アカマツ，クロマ

ツ及びカラマツ林分を対象としているため，北海道の分析

対象林の面積は 1,363 千 ha と本研究より 24%大きい． 

植栽本数，伐期，間伐率及び間伐実施年といった施業パ

ターンは，地域森林計画に基づき 13 の計画区別・ゾーン

別・樹種別に設定した．水源涵養林の伐期は木材等生産林

に対して 10 年加算した値を用いた．施業パターンに対応

した林齢ごとの単位面積あたり収穫量（収穫表）は，松本

ら 13)による収穫表作成システム LYCS3.3 を用いた．樹種に

ついて，トド類はトドマツ，カラ類はカラマツの収穫表を

参照した．また，LYCS3.3 では地位の入力も必要であるが，

情報がないため中間値である 2 と設定した． 

 

表 2 森林面積（千 ha） 

種別 
一般民

有林 

道有 

林 

国有 

林 
合計 

全 

域 
人工林 652 133 655 1,441 

天然林 1,111 460 2,212 3,783 

無立木地等 70 15 200 286 

合計 1,833 608 3,068 5,509 

分析対象人工林 543 76 477 1,096 

人工林カバー率 83% 57% 73% 76% 

 

2.2 供給可能量の推計 

木質バイオマスエネルギーの供給可能量を推計するため

には，森林の持続的な伐採可能量を評価する必要がある．

森林が理想状態にあるとき，伐採可能量の推計は単純であ

る．すなわち，伐期（例えば 50 年）に至るまでの各林齢の

林分が等面積ずつ存在する森林（法正林）では，伐期に達

した林分を皆伐し，ただちに植栽することで毎年一定量の

木材を永久に収穫でき，この時の年間の伐採可能量は当該

森林の伐期全体の収穫量を伐期で除した値となる．しかし，

日本の人工林は 1960～70 年頃の拡大造林期に集中的に植

林されたため，収穫期にある 50～60 年生前後の面積割合

が突出した山なりの林齢分布となっており，これは北海道

も同様の傾向である．よって，足元の状況を踏まえれば，

現況林を法正林に導く過程における伐採可能量を評価する

必要がある．本報告では，田中ら 14)を参考にこれを以下に

示すシンプルな線形計画法により求めた．ここでは，1 伐

期後に法正林を達成することを制約としており，また，主

伐後は直ちに再植林する前提を置いている． 

𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∙ 𝑔𝑔𝑗𝑗  (1) 

𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑖𝑖−1,𝑗𝑗−1 − 𝑋𝑋𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 (2) 

𝐴𝐴𝑖𝑖,1 = � 𝑋𝑋𝑖𝑖−1,𝑗𝑗′
𝑗𝑗′

 (3) 

� 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑗𝑗

= � 𝑉𝑉𝑖𝑖−1,𝑗𝑗
𝑗𝑗

 (4) 
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𝐴𝐴𝑛𝑛+1,𝑗𝑗 = � 𝐴𝐴1,𝑗𝑗′
𝑗𝑗′

/𝑛𝑛       (1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛) 

𝐴𝐴𝑛𝑛+1,𝑗𝑗 = 0                             (𝑗𝑗 > 𝑛𝑛) 

(5) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  � 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

 (6) 

 

ここで，添え字 i, (1 ~ n + 1)，j はそれぞれ分期及び齢級，

n は計画期間であり，分期及び齢級は 5 年間隔，n は伐期と

した．決定変数は，期首森林面積Ai,j（ha），伐採面積Xi,j（ha），

主伐（皆伐）量 Vi,j（m3）であり，足元の森林面積は 2.1 で

整備した小班ごとの面積を集約して与えた．パラメータは，

収穫表から得た，単位面積あたりの主伐対象となる木（主

林木）の材積 gj（m3/ha）であり，すべての小班で同一とし

た．式(1)で，収穫表に基づき主伐量を計算する．式(2)は森

林面積の遷移式である．式(3)は伐採後ただちに再造林を実

施することを示し，式(4)は毎期の主伐量を一定にすること

を示す．式(5)は，1 伐期後に法正林を達成することを示す．

これらの制約の下で，式(6)で期間中の総主伐量を最大化す

る．最適化計算は，2.1 で設定した施業ケース（一般民有林・

道有林・国有林×計画区×ゾーン×樹種，全 130 ケース）

ごとに実施した．すなわち，各施業ケースごとに現況林を

法正林に導く前提で計算を行った．なお，間伐は設定した

スケジュール通りに実施するものとして最適化計算には含

めていないが，最終的な収穫量には間伐量も含めた．なお，

主伐及び間伐ともに，幹部分の材積のみを考慮しており，

枝条部分は含んでいない． 

 

2.3 供給費用の推計 

供給費用の推計は，先行研究 9), 15)の手法を踏襲し，路網

作設，間伐及び主伐（伐倒造材，集材及び近傍道路までの

搬出），木材利用地点までの運搬，再造林及び森林所有者へ

の返却金を対象とした．再造林費用（下刈，除伐及び保育

間伐を含む）は，2022 年度の造林事業実績 16)から標準経費

を求め，スギ 180 万円/ha，カラ類（カラマツ）137 万円/ha，

トド類（トドマツ）182 万円/ha とした．ただし，再造林の

実施にあたり造林補助金（=標準経費×査定係数 1.7×補助

率 0.4）が適用されているため，本研究でもこれを考慮した．

路網作設，伐倒造材，集材及び近傍道路までの搬出コスト

は，先行研究に従い，小班ごとの地形因子（傾斜及び起伏）

に応じて作業システムを設定し，各作業の単位費用（円/ha

又は円/m3）も地形因子（傾斜，起伏及び搬出距離）の関数

15)として推計した．ここで，間伐も補助金の適用対象であ

るため，本研究でも面積 5ha 以上かつ収穫材積 10m3/ha 以

上の小班を対象に，間伐補助金（=推計費用×査定係数 1.7

×補助率 0.4）を適用した．また，搬出距離は小班の重心か

ら近傍道路までの最短直線距離とした．木材利用地点まで

の運搬費用について，単位費用（円/m3）は白澤ら 17)による

15t トラックの推計値（輸送距離の関数）を参照した．木材

利用地点は，用材は近傍の製材所 18)とした．将来における

燃料材の利用地点は特定できないが，地産地消が望ましい

ことから，近傍の市区町村役場 19)に設定した．運搬距離は，

本来道路上での距離を設定すべきであるが，本報告では簡

易的に平面上の直線距離を 1.5 倍した値とした．森林所有

者への返却金は，山元立木価格（2023 年 3 月末）20)を参照

し，スギ 3,878 千円/m3（東北平均），カラ類及びトド類 5,446

円/m3（北海道・松）とした． 

小班及び作業項目ごとに設定・推計した単位費用（円/ha

又は円/m3）に，各小班の面積又は収穫材積を乗じて総費用

を算出し，伐期全体の収穫材積で割り戻して材積あたりの

単位供給費用（円/m3）とした．また，事業性を検討するた

め，小班ごとに収穫した木材の販売による収入も推計した．

木材価格及び用途ごとの生産割合は，統計 21)に基づき 2022

年の北海道（一部青森）における値を設定した（表 3）． 

 

表 3 主伐材の生産割合及び価格 

項目 
生産割合(%) 価格(千円/m3) 

ｽｷﾞ ｶﾗ ﾄﾄﾞ ｽｷﾞ ｶﾗ ﾄﾄﾞ 

用

材 

製材 70 48 42 15.5 14.9 14.9 

合板等 5 17 20 13.8 13.8 13.8 

木質ﾁｯﾌﾟ 0 10 13 7.2 7.2 7.2 

計 75 75 75 - - - 

燃料材 15 15 15 7.2 7.2 7.2 

歩留まり 10 10 10 - - - 

合計 100 100 100 - - - 

 

ここで，松岡らは，主伐材・間伐材ともに，幹材積に占

める用材の割合を 75%，未利用材（燃料材）の割合を 15%，

歩留まりを 10%と設定している．間伐材については燃料材

向けの割合が大きいと考えられるが，直接の統計は存在し

ない．そこで，本報告では，主伐材については松岡らと同

様の割合を想定しつつ，北海道の木材需給統計 4), 22)と整合

する水準として，間伐材については，用材の割合を 40%，

燃料材の割合を 50%と推計した．燃料材の価格は，松岡ら

と同様に木質チップの値を参照した． 

 

2.4 供給曲線の構築 

2.2 の供給可能量と 2.3 の供給費用を統合し，燃料材供給

曲線を構築した．このために，2.2 で構築した材積最大化モ

デルの各変数に小班を示す添え字 k を追加し，目的関数を
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期間内の材積最大化から利潤最大化（売上-費用）に変更し

たモデルを作成した．式(7)において，Revek 及び Costk はそ

れぞれ単位材積あたりの収入及び費用，r は割引率，dt は

時間刻み（5 年）である．各種制約条件は 2.2 のモデルと同

様である．ただし，Costk は，2.3 で推計した小班ごとの伐

期全体での単位供給費用を与えた一方，Revek は単位供給費

用と比べて十分大きい値を設定し r もゼロとした．この設

定により，このモデルでも結局材積最大化が図られるので，

各期の収穫量の結果は 2.2 と一致する． 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  �
(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘) ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 

(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖∙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘
 (7) 

 

３．結果 

3.1 供給可能量 

北海道全体での木材（用材及び燃料材）供給可能量は，

2025 年において年間 10.5 百万 m3 であり，うち燃料材は

26%にあたる 2.7 百万 m3 と推計された（図 1）．ただし，間

伐量が一定ではないため，供給可能量は年によって変動す

る．間伐量は 2040 年にかけて減少し，その後増加している

が，これは現況林の林齢分布を反映している．すなわち，

足元で若齢林の割合が少ないために，中期的に間伐対象と

なる林分が減少する．長期で間伐量が回復するのは，主伐・

再造林した林分が成長し間伐対象となるためである．燃料

材は間伐材由来の割合が大きいと想定しているため，用材

よりも経年的な変動が大きくなる．また，後述するが特定

の地域単位では変動はさらに大きくなる場合がある． 

2025 年と法正林達成後の木材供給可能量を比べると（図

2），主伐による供給可能量は 20%増加している．既に述べ

た通り，現況林は既に伐期に達している林分の割合が大き

いため，主伐後の造林を前提とすれば，法正林達成後より

も主伐量を増やすことが可能である．一方，間伐による供

給可能量は若干減少している． 

本研究の供給可能量は，伐採・生産実績及び地域森林計

画における伐採計画の積み上げ（伐採実績は人工林の針葉

樹，それ以外は針葉樹の値）と比較すると大幅に大きい．

先行研究との比較では，法正林達成後の供給可能量である

松岡らの推計値より小さい理由は，2.1 で述べた分析対象林

の違いによるものと考えられる．一方，環境省による供給

可能量は，燃料材単独で本研究における木材全体の量に匹

敵している．主な要因は 2 点ある．環境省の推計では伐採

量に対する未利用資源発生量と森林の年間蓄積増加量に対

する未利用資源発生量を合計して木質バイオマスエネルギ

ー賦存量としている．ここで，年間蓄積増加量に由来する

未利用資源発生量は，年間蓄積増加量に，足元の伐採量と

用材生産量から求めた未利用資源発生割合 53.8%（全国値）

を乗じて求めている．しかし，図 2 に示すように少なくと

も足元の北海道では伐採量に占める間伐材の割合が大きい

ため，この方法で推計した年間蓄積増加量に対する未利用

資源発生量は，本来用材として利用できる木材を多く含ん

だ量になっていると考えられる．また，環境省の推計では

広葉樹も対象としているほか，枝条部分も未利用資源とし

て含めているが，本研究では幹部分のみ（かつ歩留まり 90%）

を対象としている．松岡らと同様に，枝条部分は価格が不

明であるため本研究から除いているが，バイオマス拡大係

数を 1.3 とした場合，2025 年における燃料材の供給可能量

は 2.7 百万 m3 から 5.9 百万 m3へ大きく増加する． 
 

 

図 1 木材供給可能量の推計結果 
 

 

図 2 木材供給可能量の比較 

 

3.2 供給費用 

北海道全体における木材の単位供給費用は 10.6 千円/m3

と推計された．寄与が大きい項目として，森林所有者への

返却金が全体の 36%，主伐費用が 25%，運搬費用が 17%を

占める．また，収入が費用を上回る小班の材積割合は 71%

となった．これは，松岡らの推定値 53%と比べて大きいが，

運搬費用が要因の一つと考えられる．松岡らは，用材の集

荷先は共販所，燃料材は FIT 認定を受け 2020 年 6 月時点

で稼働している未利用木質を燃料とする発電所としており，

多くの小班で運搬距離が 100km を超えている．一方，本研
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究では用材の集荷先は製材所，燃料材は市区町村役場と設

定しており，材積加重平均の運搬距離は用材で 45km，燃料

材で 17km と短くなっている．仮に燃料材の運搬距離を 3

倍（平均 52km）にして計算した場合，収入が費用を上回る

小班の材積割合は 66%に減少するため，採算性の面で運搬

距離は重要な要素と言える．ただし，採算率の数値は森林

所有者への返却金（山元立木価格）及び木材の販売単価の

想定にも大きく依存していることに注意が必要である．実

際にはこれらの価格は木材の需給バランスなどにより変動

する．また，本推計では造林補助金や間伐補助金に関して

上限を考慮していないが，現実には資金源には限りがある． 

地域（森林計画区）ごとにみると，木材の単位供給費用

は 9.6～11.5 千円/m3，採算率は 52～89%の間にある（図 3）．

網走西部，石狩空知及び渡島檜山など，地形条件（傾斜・

起伏）が相対的に厳しい地域では伐採に係る費用（路網作

設，間伐及び主伐）がやや大きくなるが，分析対象となっ

た小班の 46%は傾斜が 15度未満，98%は 30度未満であり，

北海道は全体として林業に適した地形条件である． 

 

 

図 3 森林計画区別の木材単位供給費用 

 

3.3 供給曲線 

北海道における燃料材（木質バイオマスエネルギー）の

供給曲線を図 4 に示す．横軸について，年毎の供給曲線の

右端は図 1 で示した現況林から法正林に至る過程の供給可

能量に対応する（主伐量は一定であるが，間伐量が年毎に

変動するため，各時点での総供給可能量は一致しない）．縦

軸について，燃料材としての単位供給費用は，共通する費

用項目は用材と燃料材の収入で按分することで求め，運搬

費用は燃料材の費用のみ計上した．北海道全体では燃料材

の供給曲線は大部分で水平に近い形でなだらかに推移して

おり，かつ年によって異なるが供給可能量の約 70%が足元

の燃料材の価格 7.2 千円/m3 を下回っている．地域別の燃料

材の供給可能量及び単位供給費用について，2025～2060 年

の平均値に対する各年変化率の幅（最小値～最大値）をみ

ると（図 5），供給可能量は期間平均値に対して-20%～+30%

程度の幅で変動する一方，単位供給費用は地域別にみても

比較的安定している．各年で伐採する小班は全体のごく一

部であり，伐期が数十年以上であることを考慮すれば，単

位供給費用も年ごとに変動して自然であるが，今回の分析

対象林においては，地域別にみても小班の単位供給費用の

ばらつきは小さくなった． 

 

図 4 燃料材供給曲線 
 

 

図 5 燃料材供給可能量及び単位供給費用の各年変動幅

(2025～2060 年の平均値に対する変化率の最小値～最大値) 

 

４．結論 

本研究では北海道を対象とした木質バイオマスエネルギ

ー（燃料材）の供給曲線を構築した．主な結論は 3 点であ

る．1 点目に，北海道全体での燃料材供給可能量（枝条含

まず）は，最大で足元の供給量の約 3 倍に相当する 2.7 百

万 m3 と推計されるものの，年毎に大きく変動しうる．この

要因は，現況林の林齢分布を考慮すると，現況林から法正

林へ至る過程においては，主伐量は法正林達成後よりも増

やすことが可能である一方，間伐量は中期的には減少する

ためである．燃料材は用材と比べ間伐材由来の割合が大き
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いと想定されるため，用材よりも経年的な供給可能量の変

動が大きい． 

2 点目に，地産地消は木質バイオマスエネルギーの競争

力に大きな影響を与えると考えられる．北海道全体では，

木材生産に係る総収入が総費用を上回る小班の材積割合

（採算率）は 71%となった．本研究では燃料材の集荷先を

市区町村役場と設定しており，平均運搬距離は 17km と短

めの想定となっているが，仮に燃料材の運搬距離を想定値

の 3 倍（平均 52km）に設定した場合，収入が費用を上回る

供給量の割合は 66%に減少する．ただし，バイオマスの消

費段階まで考慮した場合，発電設備の大型化による効率改

善など，規模の経済の効果で長距離輸送が正当化される可

能性はある 23)． 

3 点目に，燃料材の供給可能量だけでなく単位供給費用

も年ごとに変動しうる．各年で伐採する小班は全体のごく

一部であり，伐期が数十年以上であることを考慮すれば，

単位供給費用も年ごとに変動して自然である．ただし，今

回の分析対象林においては，森林計画区別にみても，単位

供給費用のばらつきは-5%～+5%程度に収まった． 

今後の課題としては，対象を日本全国に拡大するととも

に，本研究で推計対象としなかった枝条の考慮，補助金総

額に上限を課した場合の費用推計，将来の需給を踏まえた

用材価格想定などが挙げられる． 
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